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大垣市税条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

改正案 現 行 

(通知書等の様式) 

第15条 条例及びこの規則の施行上必要な

通知書等の諸様式は、施行規則その他別

に定めがあるものを除き次のとおりとす

る。 

 ⑴～(71) 略 

 (72) 一般原動機付自転車及び小型特殊自

動車の標識 第53号様式図1～図4 

 (72)の2 特定小型原動機付自転車の標識 

第53号様式の2の図 

 (73)～(80) 略 

 

(通知書等の様式) 

第15条 条例及びこの規則の施行上必要な

通知書等の諸様式は、施行規則その他別

に定めがあるものを除き次のとおりとす

る。 

 ⑴～(71) 略 

 (72) 原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識 第53号様式図1～図4 

 

 

 (73)～(80) 略 

 


